
1 

○仙台市安全安心街づくり推進会議の組織及び運営に関する規則 

平成一八年三月二七日 

仙台市規則第一五号 

改正 平成二二年三月規則第一六号 

平成二五年三月規則第四九号 

平成二八年三月規則第二七号 

（趣旨） 

第一条 この規則は、仙台市安全安心街づくり条例（平成十八年仙台市条例第三号。以下「条例」

という。）第九条第十項の規定に基づき、仙台市安全安心街づくり推進会議（以下「推進会議」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員） 

第二条 推進会議の委員は、学識経験者、関係行政機関の職員その他市長が適当と認める者のう

ちから、市長が委嘱する。 

（会長及び副会長） 

第三条 推進会議に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第四条 会長は、推進会議の会議を招集し、その議長となる。 

２ 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 推進会議の会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（資料提出その他の協力） 

第五条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、

説明その他の必要な協力を求めることができる。 

（部会） 

第六条 条例第九条第六項に規定する部会（以下「部会」という。）に属すべき委員は、会長が

指名する。 

２ 部会は、委員及び専門委員合わせて十人以内をもって組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長一人を置き、当該部会に属する委員及び専門委員の互選によって

これを定める。 

４ 部会長は、部会の会務を総理し、審議の経過及び結果を推進会議に報告するものとする。 
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５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときはその職務

を代理する。 

６ 前二条の規定は、部会について準用する。 

７ 推進会議の決定により部会の所掌に属することとされた事項については、当該部会の決定を

もって推進会議の決定とすることができる。 

（庶務） 

第七条 推進会議の庶務は、市民局生活安全安心部市民生活課において処理する。 

（平二二、三・平二五、三・平二八、三・改正） 

（雑則） 

第八条 この規則に規定するもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議

に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平二二、三・改正） 

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 

附 則（平二五、三・改正） 

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則（平二八、三・改正） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

 


